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 This paper critically examines “brain waste” and “brain circulation” in the international mobility 

of Indonesian nurses. Indonesian nurses hope to improve their expertise by working overseas, but a 

number of them fail to achieve their goals due to their lack of understanding of the current situation 

in the developed countries to which they intend to migrate. It can be argued that in order to engage 

in effective international mobility, they need to understand the differences in healthcare systems and 

social backgrounds between Indonesia and the developed countries where they wish to work.

 As a measure of their successful immigration, it is important that graduate schools of nursing 

in Indonesia should offer those nurses who wish to work internationally education that will allow 

them to understand better before migrating the current environment of the global workforce in the 

countries where they wish to work. It is suggested that graduate schools offer educational programs 

that will prepare nurses to complete overseas clinical training and satisfy the foreign nurse acceptance 

requirements of the acceptance country.

 This paper concludes that global education offered by graduate schools of nursing in Indonesia will 

help to prevent the unnecessary “brain waste” of Indonesian nurses while at the same time encouraging 

“brain circulation.”
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はじめに　
　今日の看護師のグローバル化は労働する地域
や労働環境の違いにより専門職である看護師の
選択肢を拡大させ、外国出生者看護師（以後外
国人看護師と呼ぶ）として国外就労を行うこと
で、高報酬を得ることもさることながら看護師
の技術向上やキャリア上昇へとつなげられてい
る。国際移動した者の半数は、自分自身や家族
の目的に応じて移動を繰り替えし行い、また、
国外に定着をするより帰国をして母国での暮ら
しを希望している。この結果、外国人看護師が
看護に関わる技術を習得したのち、帰国によっ
て母国の保健医療の分野で活用することは母国
への貢献につながり、また、保健医療の発展の
可能性を秘めている。
　高度な技術を持つ看護師は、国際移動に当
たって新たな専門的技術の習得ができるなど
の恩恵を受けるべきであるが、外国人看護師
が看護師の能力を十分に発揮できる環境下に
いない場合、頭脳の無駄使い（brain waste）に
あたる状況に陥り、看護師に十分な恩恵がもた
らされていないことがある 1。受け入れ国の多
くは、外国人看護師は主に経済的な理由により
国際移動をする傾向が強いと考えており、単純
労働者として扱うケースがある。近年、看護師
の国際移動が多様化する中で、外国人看護師の
国際移動の第一の目的は、送り出し国の現状に
よって技術向上やキャリア上昇にシフトして
いる。このことは、外国人看護師としての就労
後に母国に多数帰国する者が頭脳循環（brain 

circulation）をもたらし、短期移動を考えてい
る外国人看護師にとっては効率よく知識や技術
の習得を行うことは国際移動の要点となる。
　本論では看護師の国際移動を円滑かつ効果的
に行うために、国際移動を行う前の教育が重要
であると考え、インドネシアを事例にして、頭
脳循環という過程の中で国際移動に向けた育成
とこの育成方法がどのような役割を果たすのか
を言及している。

1．看護師のグローバル化　
1.1　看護師の国際移動の動向
　看護師の国際移動については 1990年頃から、
看護師人材不足を背景に米国、英国を中心とし
て活発化し始めた。その後先進諸国の看護人
材確保の需要が高まったことで世界各国へと広
がりをみせ、外国人看護師にとって改善すべく
Push要因が国際移動を促進させている。
　OECD加盟国で働く外国人看護師数は、フィ
リピン人看護師が 110,774人と最も多く、次い
で英国人看護師、ドイツ人看護師の順で、先進
諸国内での移動も多い。しかし、世界的な数で
みると依然としてアジア諸国から多くの送り出
しがされており、移動率では小国や発展途上国
からが最も高い。OECD加盟国の外国人看護師
数受け入れ状況は、アメリカが 246,291人と圧
倒的に多く、次いで英国、ドイツ、オーストラ
リア、カナダと受け入れの上位国のほとんどが
英語圏であることが特徴的といえる 2。近年は
中東での外国人看護師の依存率が高くなり、移
動先が中東地域に移行するなど多様化しつつあ
る 3。
　こうした動向の中、積極的に外国人看護師の
受け入れを行う国は、労働環境や制度的な整備
を最大限にして人材確保を図っている。しかし、
高度技術を持つ国外移住者の平均移住年数は、
5割が 5年以内に帰国するといわれており、国
外に移住しなければならない強力な理由がなけ
れば、母国への定住を選択するとされている。
　従来の看護師の国際移動は、主に看護師不足
を背景に、各国の政策と豊かな生活やよりよい
労働環境を求める看護師との目的の一致により
多様な国へと移動が行われてきた。この移動は
国内情勢に大きな影響をうけており、就労に関
わる制限などで不安定な面もある。先進諸国と
発展途上国の看護師に共通していえることは、
国際移動において促進させる Push要因の状況
がより厳しい国において移動という手段にでる
看護師が多く、発展途上国においてその傾向は
強く、また、一時的な側面も大きいことが理解
できる。
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1.2　各国の外国人看護師の受け入れ制度　
　外国人看護師の受け入れに関してはその要件
や資格を明確に提示している国もある。既に
母国で看護師資格を取得しており、受け入れ国
の外国人看護師資格審査等に合格して就労する
ケースには大きくわけて 2つの特徴がある。
　英国など看護師国家試験制度が無い国に関し
ては、語学能力と看護教育プログラムの受講な
どその国の看護師と同等以上の要件が課せられ
ている。米国やカナダ、日本などをはじめとし
て基本的に看護師国家試験制度のある国につい
ては外国人看護師に国家試験の合格を求めてい
る国が多い。いずれにしても語学に関してはど
の国でも高い能力が必要とされ、試験実施にあ
たっては、ほぼ受け入れ国の言語で行われてい
る。
　その他サウジアラビアにおいては、外国で取
得した看護師免許がそのまま有効とされてお
り、看護師資格に対する登録は必要であるが一
定基準の英語を話すことができればよいとされ
ている。また、EU内の相互承認制度が適応す
る国では、優遇措置がとられるなど承認対象国
と対象国以外では取扱いが異なる。
　外国人看護師の受け入れの動向については、
移住希望の多い英国や米国は入国に関する条件
を厳しくしており、一方で看護師不足を改善す
るためにドイツやオーストラリアなどでは積極
的な受け入れや制度を導入している 4。日本に
おいては特例制度による経済連携協定に基づい
て外国人看護師の受け入れを行っており、経済
活動の一環と位置付けいている。

1.3　外国人看護師の看護労働
　外国人看護師として国外の医療機関で就労す
る中で、看護師は言語や異文化、教育背景の違
いなどからさまざまな問題に直面することが多
い。苦労をして国外で就労するための資格を取
得したにもかかわらず途中で帰国をせざる状況
を発生させないためにも、異文化間の看護の違
いはもとより、言語を含むコミュニケーション
能力の十分な習得、さらに各国特有の民族性や

習慣、宗教観等からくる文化背景を理解して適
応していくことが求められる。
　看護実践においては、患者と直接的に接する
場面があり、看護サービスの質の保証と医療過
誤の側面から、各国の制度や看護方法、文化、
地域性などを含めてその国の看護を理解する必
要がある。さらに、実践力のある看護師として
思考力、実行力、情報処理力、態度の相互作用
を基盤とした問題を解決する能力を備えている
ことが求められる。
　語学力やコミュニケーションを図る上では、
一般的な言語だけでなく専門用語や発音、アク
セントといった各地域の方言への理解までも必
要となることがある。さらに患者の症状や難聴
の高齢者などのケアによっては意思疎通という
非言語行動などコミュニケーション能力までも
が必要とされている。
　異文化においても、生活様式や社会習慣、価
値観の違いに順応していくことが必要である。
母国より離れた国は、文化や食習慣が著しく異
なることもあり、順応に時間がかかることが多
い。また、異宗教による価値観の違いや同一宗
教でも地域により価値観が異なる。それらのこ
とを理解しておくことがカルチャーショックの
軽減につながるとともに、看護労働の現場にお
いて障壁を少なくする。
　また、外国人看護師は労働現場で疎外感を感
じることが多く、同僚の看護師から外国人は
出稼ぎに来ているという固定観念を持たれてい
る。外国人看護師だからという理由で差別的な
態度をとられてしまい、人間的なコミュニケー
ション、付き合いの面で心身に影響を与えるこ
ともあり、外国人看護師の労働環境も国外就労
をするうえで重要な要素といえる。

2．インドネシア社会と看護師の状況
2.1　保健医療の現状
　インドネシアの保健医療は予防医療や保健
サービスの質向上を目指している点から制度
的、指標的に改善傾向ではあるが、開発分野に
おける国際社会共通の MDGsの達成状況から
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みて母子保健や感染症などで改善の余地が必要
な目標も残されている（表 1、2参照）。母子保
健について近隣国と比較すると、新生児死亡率、
乳児死亡率、5歳未満児死亡率、妊産婦死亡率
ともに高い比率を示している。主要な外国人看
護師受け入れ国と比べても、母子保健の水準の
違いが示される結果となっている。感染症につ
いては、亜熱帯地域という特性からマラリアの
発症報告が多い。HIV/AIDSに関しては感染が
拡大しており、また、インドネシアは世界第 5

位の結核蔓延国ともいわれている。インドネシ
アにおいては公衆衛生や医療レベルが先進諸国
の水準に達していないため、先進諸国との保健

医療の差は歴然である。先進諸国からの知識・
技術・制度など多くの学ぶ点がある。
　一方で、今後は経済発展に伴う生活様式の変
化から、慢性疾患の増加が予測され、健康や病
気への意識が高まることで高齢者比率も上昇す
ることが見込まれる。すでに多くの先進諸国は
高齢者比率が高く、これらの国々では老化によ
る特有の疾患が多い。このような状況から、先
進諸国の保健医療の現状を把握し、インドネシ
アの将来の高齢者ケアを担う存在として学びを
得ることが、インドネシア社会で有用になると
考える。

表 1　ASEANと主要受け入れ国の母子保健指標
新生児死亡率
（対 1000出生）

乳児死亡率
（対 1000出生）

5歳未満時死亡率
（対 1000出生）

妊産婦死亡率
（対 100000出生）

ASEAN

シンガポール 1.6 2.2 2.8 6

マレーシア 4.4 7.2 8.5 29

ブルネイ 5.3 8.4 9.9 27

タイ 7.9 11.3 13.1 26

ベトナム 12.8 19.0 23.8 49

フィリピン 13.7 23.5 29.9 120

インドネシア 14.4 24.5 29.3 190

カンボジア 17.6 32.3 37.9 170

ミャンマー 25.5 39.8 50.5 200

ラオス 29.1 53.8 71.4 220

ASEAN

以外

英国 2.8 3.9 4.6 8

オランダ 2.6 3.3 4.0 6

ドイツ 2.2 3.2 3.9 7

米国 4.0 5.9 6.9 28

カナダ 3.4 4.6 5.2 11

オーストラリア 2.4 3.4 4.0 6

サウジアラビア 8.8 13.4 15.5 16

日本 1.0 2.1 2.9 6

典拠）WHO　World Health Statistics（2015）をもとに著者が作成
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表 2　ASEANと主要受け入れ国の感染症における指標
感染率（対 100000/1年間） 結核蔓延率

（対 100000）
結核死亡数
（対100000）HIV/AIDS マラリア 結核

ASEAN

シンガポール n.d. n.d. 47 59 1.7

マレーシア 27 34 99 131 5.8

ブルネイ n.d. n.d. 58 65 3.0

タイ 12 210 119 149 12

ベトナム 16 30 144 209 19

フィリピン n.d. 24 292 438 27

インドネシア 32 2269 183 272 25

カンボジア 8.5 1076 400 715 66

ミャンマー 12 2652 373 473 49

ラオス ＜ 5 1655 197 488 53

ASEAN

以外

英国 11 n.d. 13 201 17

オランダ n.d. n.d. 6.1 n.d. 7.6

ドイツ n.d. n.d. 5.8 n.d. 7.5

米国 n.d. n.d. 3.3 n.d. 4.1

カナダ 8.9 n.d. 5.0 n.d. 8.1

オーストラリア 5.1 n.d. 6.2 n.d. 11

サウジアラビア n.d. 0.4 14 274 202

日本 n.d. n.d. 18 n.d. 23

典拠）WHO　World Health Statistics（2015）をもとに著者が作成

2.2　看護師への専門教育と資格制度
　インドネシアでは高等教育を受けた卒業者、
特に大学卒業者は就学率からみてもエリートと
みなされており、看護師についても同様のこ
とがいえる 5。インドネシア人看護師が国内で
看護師として就業するためには 12年間の一般
教育を終えた後に、看護基礎教育機関への進
学が必要である。現在、看護師の教育機関は、
専門学校（Diploma course）と大学（Bechelor 

course）の 2コースが存在し、看護師養成カリ
キュラムについては、1998年以降アメリカや
オーストラリアの看護カリキュラムを参考にし
ている。教育機関を卒業することにより看護師
資格が取得できるため、専門学校や大学のレベ
ル、カリキュラムにより看護師の能力の差が大
きい。
　看護師資格は 2002年より認可された看護養
成機関で教育を受けた D3と看護学士以上の修
了者に看護基礎教育機関から認定資格が与えら
れるようになる。全国統一の看護師国家試験な
どはなく、将来の実施に向けて看護師協会の主

導で看護師国家試験実施の準備が進められてい
る。この実施にあたっては、2006年に ASEAN

の看護師資格相互承認の決定が大きく関与して
おり、相互承認協定参入に合わせ看護師の質的
向上をしなければならない状態に置かれたこと
が大きな誘因とされている。
　先進諸国といわれる国々では、高度な医療技
術に合わせて、看護師の高学歴や細分化が進
み、看護の役割も大きく変わりつつある。英国
をはじめ、欧州については EU 指令（European 

Union Directive）による相互承認の基準に準じ
て各国が看護基礎教育制度を整えており、欧州
の多くの国々では大学レベルの教育が行われて
いる。北米（米国、カナダ）では看護師免許更
新にあたって継続教育や臨床経験等が要件に
なっており、看護師としての知識や技術が評価
されるシステムがとられている。北米は英国よ
りも大学化が進んでおり、看護師の教育につい
ては先進的とされている 6。日本においても看
護基礎教育の大学化や英国や米国などと同様の
専門看護師の認定制度が進んでいる。
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　看護の質を高めるためにどの国でも看護師の
基礎教育に力を入れているが、先進諸国では一
般看護師から専門看護師育成と継続教育を一段
階発展させていることがわかる。

2.3　	国内におけるインドネシア人看護師の現
状

　インドネシアの臨床看護師の資格や職務、義
務等については看護師・助産師の臨床実践能
力に向けた管理システム法 2004年（Clinical 

Performance Development Management System 

for Nurse and Midwife act in 2004）、地域保健看
護法 2006年（Community Health Nursing act in 

2006）に定められている。
　近年、看護師の質を向上させるために制度的
な改善が図られており、専門職としての地位を
確立している段階である。今後、高校専修コー
ス卒業者の SPKを無くしていくことを目指し
て、さらに看護師養成コース卒業者の D3を縮
小させ、看護学士の S1の看護師数を拡大する
動きがある 7。
　実際の看護師業務は、ミニドクター的に働く
ことが多く、チーム医療という概念もさほど定
着していない。また、家族の付き添い等が許可

されているため、患者の身の回りの世話を家族
が担うことも一般的である。そのため人間の生
理的欲求や安全への欲求に対してのアセスメン
ト能力が低いこともあり、それに基づく看護計
画の立案も厳しい看護師がいる。さらに、イン
ドネシアの地域的な特性から、点在する地方に
おける看護師の役割は大きく、特に医師不在時
には看護師の役割以上のことを求められること
があり、インドネシアの看護師は、看護師とし
てのエンパワメントを十分に発揮して、質的な
向上が急がれている。
　現状においてはキャリア形成プログラムの欠
如などが指摘されており、卒後教育などの課題
や教育機関、教員への指導などの問題、その他
に全国統一の看護師国家試験の未実施、看護実
践における看護師の役割など課題は多く残され
ている。

3．国際移動における意識調査
　今回、国際移動についてのニーズを引き出す
ために、インドネシアの保健医療に従事する者
にアンケートとインタビュー調査を実施する。
アンケートの回収率は 100％である。

表 3　インドネシア人の国際移動に関するアンケート

1．看護師へのアンケート
調 査 項 目： ①基本属性、②インドネシアの保健医療の現状について、③インドネシア人看護師の国外就労について、④外国人看

護師への教育制度について

対 象 者 と 所 属： 看護師 26名（C私立総合病院 10名、日本人向け診療所 13名、他 3名）
＊国外就労経験者は 7名（日本 6名、サウジアラビア 1名）

調 査 方 法： アンケート（26名）、インタビュー（6名、内 4名は国外就労経験者）

調 査 期 間： 2015年 3月 14日－ 23日（10日間）

2．看護教員へのアンケート
調 査 項 目： ①基本属性、②インドネシアの保健医療の現状について、③インドネシア人看護師の国外就労について、④外国人看

護師への教育制度について

対 象 者 と 所 属： 看護大学教員 13名（C私立総合病院付属）

調 査 方 法： アンケート（13名）、インタビュー（3名）

調 査 期 間： 2015年 3月 14日－ 23日（10日間）

3．医師へのアンケート
調 査 項 目： ①インドネシアの保健医療の現状について、②インドネシア人看護師の国外就労について、③外国人看護師への教育

制度について

対 象 者 と 所 属： 消化器内科医師 1名と呼吸器内科医師 1名（C私立総合病院）
＊国外就労経験者（フィリピン、日本）

調 査 方 法： インタビュー

調 査 期 間： 2015年 3月 14日－ 23日（10日間）
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3.1　看護師への調査の概要
　国外への就労は 69％の看護師が希望してお
り、理由として看護技術の向上、とりわけ高度
医療や急性期看護など最先端技術の習得を目的
に国際移動を希望している（図 1参照）。高収
入を求めての国外就労を一番に考えているわけ

ではない。また、インドネシア人看護師は医療
技術の高いと思われる米国や英語圏、日本など
への国際移動を希望している。送り出しの多い
中東地域への希望はなく、送り出し実績と看護
師が国外就労したい国は必ずしも同じではな
い。
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図 1　国外就労において習得したい看護（複数回答可）

　さらにインドネシア人看護師にとって国外就
労は、5年以内の短期的な就労と考えている割
合が 50％を占め、高度な技術を持つ者が国外
移住した際の定着率と同様の結果といえる。帰
国理由の一つに家族とのつながりが大きく影響
しており、家族を呼び寄せて移住を希望する看
護師は全体の 61％であった。
　国外で働く場合、看護技術や文化、習慣の違

いから追加教育が重要であると 94％が答えて
いる（図 2参照）。追加教育において特に重要
視している看護技術は、重症度が高い患者の高
度医療や外科系の急性期看護、臨床においての
看護の実際をより深く学びたいと考えている。
費用負担に関しては 62％が何らかの補助を希
望、31％が私費においても追加教育を可能とし
ている。
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図 2　国外就労において追加教育が必要な主な理由（複数回答可）
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3.2　	日本で就労経験のある看護師への調査の
概要

　日本インドネシアの経済連携協定（Economic 

Partnership Agreement：EPA）に基づいて日本
で就労経験のあるインドネシア人看護師（以後
EPAインドネシア人看護師と呼ぶ）は日本語
能力の習得ができたこと、帰国後日本語能力を
活かした仕事ができていることをスキルアップ
として感じている。また、「インドネシアが発
展するには日本から真面目なところを学んだ方
がいい」と国民性の違いから規律性についても
触れ、日本人の気質的な良い面も感じ取ること
ができている。
　しかし、日本で看護師として就労していない
ため、看護技術の向上については具体的にあげ
られていない。また、日本の看護師の資格が取
得できるまでは看護助手として働くため、看護
師の技術が発揮できないことに辛苦したとして
いる。看護師としての技術の向上や経験を望ん
でいる看護師にとって、看護助手などの仕事は
不満やジレンマに繋がり、どの職種で仕事を行
うかは国外就労をしていく上でのモチベーショ
ン維持や専門職として効率よく能力を向上させ
ていくために重要なことであるとしている。注
目する点として、看護助手として働いてモチ
ベーションが下がった EPAインドネシア人看
護師はすべて帰国を余儀なくされた看護師であ
る。現在日本に移住をしている看護師は、日本
の看護業務量の多さや日本の細やかな看護技術
に触れて、日本で看護師として適切な技術を提
供することはいかに大変であるかを語り、日本
の看護師免許を取得して日本で看護師として就
労していることで、看護助手時代の就労や国家
試験合格に向けてのモチベーションは低下しな
かったと振り返る。

　日本の看護師国家試験については、日本語や
専門知識の研修を充実させることや学習環境の
サポート体制を強化させることが必要であると
合格に向けての改善点を指摘する。国外就労に
おいては語学力の強化がより必要であると感じ
ている。

3.3　看護教員への調査の概要
　看護教員はインドネシア人国民の健康増進の
ためには、生活習慣病への予防や感染症対策、
母子保健、高度医療などの発展が重要と考えて
いる。また、病気にならないための予防や公衆
衛生に力を入れることが健康増進へつながると
感じている。
　インドネシア人看護師の国外就労に関しては
全教員が賛成をしており、その理由としては、
国外の技術を学ぶことができ、労働環境もよく、
高収入を得ることによりインドネシア社会にも
貢献ができると答えている。看護教員たちの多
くは技術を向上するための手段として、また、
看護師個人を優先して国外就労を推進している
ようで、大学の雇用対策のためではないことが
調査から読み取ることができる。
　先進諸国から帰国をした看護師については、
感染管理をはじめとして、高度医療・急性期看
護、成人看護、母子看護の学びを得て、習得し
た技術を国内で活かしてほしいと望んでいる
（表 4参照）。しかし、国内での活躍を期待する
一方で、国外への定着を視野に入れた育成をも
考えている。
　インタビューにおいて、「昔は医師のアシス
タントとして看護師は働いていたが、今は職種
が確立されて、同等レベルのプロフェッショナ
ルとしての意識が強くなっている」と現状を語
る。
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表 4　看護教員が習得を期待する看護とその根拠
看　　護 根　　　拠

看護全般
・看護師の向上、健康プログラムの促進のため、現在そして将来に渡りニーズがある。
・インドネシアの MDGsを成し遂げるために、社会の能力を大きくする必要がある。

感染管理

・感染についての管理方法がよくないので、私たちは危険に冒されながら仕事をしている。
・インドネシアの地方は発展中のため、社会資源の投入が少ない。また、HIVの治療費がとても高いため治療できない人もい
る。HIVの感染コントロールをするべきである。

・地方は HIV/AIDS、熱帯地方の感染についてとても多くのケースがある。患者に指導するために私たち看護師も知識を持つ
ことが必要。

高度医療・
急性期看護

・技術は患者のケアに必要で、将来看護ケアが増えて、高度医療が求められる。
・新しい知識は患者のニードを叶えることができ、患者の安全を守るために高度な医療機器を使えることが重要。

母子看護
・ 2014年母性死亡率は最も高く、母性保健は国の保健水準を評価するものだから知識が必要。
・インドネシア人は多くの子供を産んでいるため、小児看護の知識を持ちケアできることが必要。
・現在、子供は不健全な環境で亡くなることがあり、注意する必要がある。

老齢者看護 ・今後、高齢者が増えることが予想されるため知識が必要。

3.4　医師への調査の概要
　医師はインドネシアの保健医療の現状として
感染性の疾患が多く、その原因は環境や患者の
知識不足であると分析している。予防にあたっ
ては保健指導の重要性を話し、その役割を看護
師に担ってほしいと望んでいる。
　インドネシア人看護師の国外就労について
は、呼吸器内科医はインドネシアにない治療法
や看護方法、看護師としての態度についても国
外で学ぶことはよいという意見であったが、消
化器内科医は国内の改革や自己研鑽、教育、高
収入の面ではよいが、インドネシアは看護師が
不足しているので賛成とはいえないという見解
を示される。

3.5　意識調査のまとめ
　今回のアンケート調査で注目した点は、イン
ドネシア人看護師が習得したい技術と看護教員
が習得を期待する技術についてである。インド
ネシア人看護師たちは、母子保健や感染症、高
齢者などに関する看護技術の習得の優先順位は
さほど高くない。また、予防医学よりは高度な
救急医療を望んでいることがアンケートより伺
え、インドネシア社会の保健医療の現状にあっ
た技術習得は意識していないようである。看護
教員は高度医療などの他に、母子保健の向上、
蔓延する感染症など現在直面しているインドネ
シア国内の保健医療に関する問題に対しての習

得を期待している。医師においても看護教員と
同様の考えを持ち、看護師に社会の現状に見
合った活躍を期待している。職種により習得す
べき技術に多少の違いがあり、看護教員と医師
はインドネシア政府の方針に沿った努力をも考
慮していることが伺える 8。さらに、国外就労
にあたっての追加教育については、インドネシ
ア人看護師は看護技術の追加教育を一番に求め
ていることに対して、看護教員は文化や習慣、
言語などの違いを重要視している。国外移住経
験のある者は、医療や看護の技術だけではなく、
仕事に対する姿勢など国外に移住したことで得
られる価値観なども重要であると考えている。
　インドネシア人看護師が意欲をもって学びた
い国は、高い医療技術を持つ先進諸国である
が、それらの国で国外就労を行うためには、看
護師の知識や技術を先進諸国の水準に引き上げ
ておかなければ、インドネシアの現状より円滑
な国際移動につながりにくい。また、国外就労
により習得した技術を国内で活用していくため
には、インドネシアが直面している現状を国際
移動前に深めておくべきである。グローバル水
準に見合った特別な教育を検討することは、イ
ンドネシア政府が考える技術の循環につながっ
ていくのではないかと考える。
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4．	「国際化教育」と頭脳循環に向けての
方策

4.1　	インドネシア人看護師に求められるグ
ローバル水準

　受け入れ国の疾病構造は社会の構造や地域性
により様々であるため、地域の状況に必要な専
門的知識と保健医療を取り巻くシステムの違い
を十分に理解することが必要である。また、受
け入れ国の言語の日常会話および専門用語の習
得、異文化社会への理解とそこから形成される
価値観、考え方などの特性を知る必要がある。
　これまで述べたようにインドネシアにおいて

は、保健医療の体制や看護師に関する制度が変
革段階である。インドネシア人看護師が国外就
労を希望する国々は米国などの英語圏や日本な
どで、言葉以外にもムスリム人口を擁するイン
ドネシアと宗教や文化で異なる国が多い。その
ような受け入れ国が即戦力としてインドネシア
人看護師に求めることは、いかに看護業務を過
誤なく適切に実施することができるかで、看護
専門分野においての高い技術と語学力、そして
適応能力を持ち合わせているかである（表 5参
照）。

表 5　国外就労においてインドネシア人看護師に必要とされる能力

分　類 内　　容

専門分野

1.学士レベル、もしくは同等以上の看護教育を受けている。
2.疾患構造の違いについて理解し、受け入れ国に多い疾患の知識がある。
3.看護専門職の違いについて理解、臨床方法の習得をしている。
4.老人性疾患や老齢者看護、介護について知識がある。
5.理論的思考と高いアセスメントによる問題解決能力が備わっている。
6.法の知識を含めた保健医療システムを理解している。

非専門分野
1.十分な語学力・コミュニケーション能力がある。
2.受け入れ国の社会や文化の特徴、考え方、価値観について理解している。

　即戦力として就労するためには受け入れ国の
外国人看護師受け入れ要件の基準を通過するこ
とが看護技術の最低限の保証で、看護師個人が
法的に保護されるという意味で不可欠である。
さらに外国人であるという不利な状況を乗り越
えるためにも受け入れ国の看護師と同等もしく
はそれ以上の能力を身に付けておくことを努力
しなければならない。
　現状では受け入れ国である先進諸国へ国際移
動を行う場合、看護師の水準の違いにより十分
なキャリアを身に付けておらず、看護師として
就労できない、介護者としての従事、医療事故
など発生する可能性は高い。インドネシア人看
護師はできる限り広範な技能を身につけ、そし
て、高いモチベーションをもって国際移動に臨
む必要がある。

4.2　国際移動を視野に入れた看護師育成　
　国外就労においては、看護師としての技術の

活用ができない問題があること、そしてインド
ネシア人看護師は、看護師として新たな技術の
習得を期待して国際移動を希望することから、
移動前の準備期間をいかに有効的に活用する
か、すなわち国際移動を視野にいれた自国での
追加教育を行うべきである。その一つとして、
インドネシア国内の看護系大学院で受け入れ国
の要件を中心とした専門コースの開設を行い、
国外就労に向けた「国際化教育」を行うことを
提案する。このプログラムの特徴は、国外での
臨床実習を組み入れ、受け入れ国で最終的に必
要な審査要件の合格を目指すものである。大学
院の運用に関しては国際移動をする国を特定し
て、教育についての開発を行うことで両国の目
的に合致した教育プログラムが開発でき、国際
移動の流動性が活発化する。

4.2.1　自国における育成の利点
（1）インドネシアでの大学院教育
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　大学院での看護教育にあたっては、大学で得
たことを基盤として、体系的に「国際化教育」
を受け、国外就労において高度な看護実践が可
能となる看護師の育成を目的とする。段階的に
学習をすすめていくことは、看護学生や看護教
員に混乱や支障が少なく、国際移動への確実性
が増すと考える。
　すでに先進諸国は多様な疾患や複雑な状況下
の患者と家族において、看護専門分野の細分化
が進んでおり、それに伴う困難な問題を解決す
る思考能力の教育がなされている。国際的に活
躍が期待できるインドネシア人看護師を大学院
で育成することは、先進諸国の看護師の水準に
近づけることにつながる。さらに大学院で受け
入れ国の保健医療や看護について研究を行うこ
とは、その国の状況を理解することができると
ともに、研究的視点を持つ看護師の育成が可能
となる。また、受け入れ国に対しては国際移動
による就労が単に出稼ぎなどが主な目的ではな
く、専門分野の知識や技術を習得するという目
的意識を示すことができる。
　インドネシアの看護系大学院（Master 

course）は 4校と少なく、S2である看護学修
士以上の看護師は 1％に満たない状況である 9。
インドネシア人看護師が帰国後に看護教員への
道を選択するならば、国外就労を経験した看護
学修士を修得している教員の看護教育が可能に
なる。教育の質に対する向上が優先課題とされ
ていることから質への評価にもつながる可能性
がある。

（2）学習への支援とモチベーション
　国外の医療現場での文化間差異に伴う問題
は、外国人看護師にとってカルチャーショック
となり、精神面への影響が高まることが指摘さ
れている 10。外国人看護師が国外に適応してい
くにはストレスの軽減、言語の克服、看護実践
の需要があり、これらは就労開始後 3年以内に
大きく影響される。その他に対人関係スタイル
や異文化における問題解決能力は 5-10年と長
い期間をかけて適応していくといわれている。

　インドネシア人看護師のアンケートから、
EPAインドネシア人看護師の中には孤独感や
ストレスから病気をしたなどの結果がみられ
ており、EPAインドネシア人看護師達にとっ
ても家族や友人とのつながりは精神的な支えに
なっていた。そのため、外国人看護師として働
けるまでの予備期間はインドネシア国内で教育
されることが看護師個人にとって負担が少な
く、学習意欲への維持にも大きく影響を与える
と考える。
　外国で看護師として就労ができない期間が長
く続くことは、本来持っている看護技術の低下
や仕事に対するモチベーションの低下につなが
る。3.1節で述べたようにインドネシア人看護
師にとって国外就労をするということは、看護
師としてのキャリアを伸ばし、技術を向上させ
るためのものであり、母国では経験できないよ
うな医療や看護専門分野の新たな手法を知るこ
とが目的である。国外での実績を効率よく得る
ためには、外国人看護師として就労するまでの
予備期間を国内で教育するべきである。

（3）教育への費用の問題　
　外国人看護師の追加教育にかかる費用の問題
は、国際移動における重要な課題の一つとも
いえる。外国人看護師が国外就労をするための
受け入れ国の資格取得の方法については述べた
が、インドネシア人看護師にとって資格取得を
するまでの学習費用や国際移動に必要な諸経費
は個人レベルで負担するにはかなりの高額であ
る。サウジアラビアや日本のように政府が全面
的に費用の負担を行う場合は、国際移動におい
ての個人の経済的な負担は少額で済むが、この
ことは本来の目的意識を見失い、モチベーショ
ンを低下させるなどのアンダーマイニング効果
にもつながるため、必ずしも全額費用負担がイ
ンドネシア人看護師のモチベーション維持に
とって有益になるとは限らない。また、日本に
おいてはすでに EPA看護師 11への費用対効果
が問題視されている 12。
　国外就労においての追加教育の費用は公費負
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担であることが望ましいと考えるインドネシ
ア人看護師がいる一方で、私費での受講を希望
する看護師もいるため、私費もしくは補助制度
などによる負担割合を定めて、大学院での教育
を行うことも検討すべきである。費用負担があ
るにしてもこの大学院教育においては、国外就
労の機会と大学院の修了によりインドネシアに
まだ少ない看護学修士という学位を取得できる
などの個人にとって付加価値を得ることもでき
る。そのことから、インドネシア人看護師にとっ
て受験の検討の余地はある。　
　学士課程においての費用ではあるが、インド
ネシアと英国、日本を比べた際、インドネシア
国内で国外就労に向けた外国人看護師を育成す
ることはかなりの経費削減が可能である 13。日
本の EPA看護師受け入れと同じようなシステ
ムで外国人看護師を受け入れる国々にとって、
いかに費用を抑えて外国人看護師を育成してい
くかが重要課題でもあるため、送り出し国での
育成は経費削減においての一つの案として考慮
すべきである 14。

4.2.2　国外就労に向けた教育
（1）受け入れ国の看護方式を学ぶための教育
　医療や看護に対する考え方や捉え方は文化的
な背景が影響して国により差異がみられる。例
えば、EPA看護師の中には、高度医療や急性
期看護の場面で観察の要点となる呼吸・循環動
態に対するフィジカル・アセスメントの欠如や
呼吸器系疾患ケア（痰などを出すために、患者
の体の向きを変えたりするケア）は家族の仕事
であることも多く、的確に行えない場合がある。
また、受け入れ国の多くの国では高齢者への看
護が必要となっているが、インドネシアにおい
ては国内に高齢者の長期入院が少ないため、高
齢者で寝たきりの患者に多い褥瘡そのものを見
たことがない場合がある。
　このような国家間による保健医療、看護の差
異を研究的視点で学習をしておくことで、習
得したい技術への理解をより深めることができ
る。大学院教育においては、看護基礎教育課程

で学んだ知識・技術を統合して、関心のある看
護領域の研究に取り組むことで、国外の看護へ
の関心を高め、より目的意識をもって国外就労
に望むことを期待する。研究的な視点を深める
ことは、高い倫理観、科学的思考力、物事への
深い理解力、問題解決能力を養うためにも必要
である。
　専門分野の知識は、異文化をもつ受け入れ国
に合わせた看護の方式を学ぶことが必要であ
り、検討すべきは各国の看護教育、看護師の業
務範囲や役割は様々であることを踏まえて、プ
ログラムを構成することが重要である。

（2）大学院での語学教育
　インドネシアはインドネシア語を公用語とし
ており、英語教育は、1967年に英語を第 1外
国語であると明言し、中学校から第 2母国語と
して学習がなされている。また、高等学校から
英語に加えて第 2外国語の学習が開始される。
第 2外国語は選択制で、日本語、ドイツ語、フ
ランス語、アラビア語、中国語などを学習する
ことができる。
　大学院入学前の学習環境は整っているため、
受け入れ国の大学留学が可能なレベル 15の語
学力を習得しておくことが望ましい。また、看
護大学等と連携した語学学習のプログラムも作
成しておくことが必要であり、大学側がどこの
国に国外就労を推進していくのかも重要とな
る。
　語学力の習得に関してはかなりの比重を占め
るため、受け入れ国の外国人看護師に求められ
る語学要件を目標に、もしくは看護師国家試験
を義務化している国に関しては試験が合格でき
る水準であるネイティブと同等程度の非常に高
い語学スキルを身に付ける必要がある。大学院
入学後は医療や看護の専門用語などを中心に、
外国人看護師の語学力の受け入れ要件に特化し
た教育を行うことが医療現場での適応を早める
ことにもつながり、また、資格試験への対応策
でもあると考える。
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（3）国外での臨床実習
　国外の医療機関においての臨床実習は、実際
に外国の高度な知識や技術を具体的に知ること
や言葉や文化などを直接的に体験することによ
り、国外就労の具体化が図れる。
　英国では外国人看護師受け入れに関して、母
国の看護師免許を保持した上で免許の登録を行
い審査通過後に外国人看護師の教育プログラム
（Overseas Nurses Programm：ONP）が実施さ
れる 16。ONPは英国での多文化に適応してい
くための必要な知識、価値観、態度を主に養う
もので、英国の看護水準を落さないために世界
から就労を求めてくる多様な背景の看護師に対
応している。このような確実に国外就労ができ
ることを目的としたプログラムがあることで、
発展途上国からの外国人看護師は育成に時間を
要しているが、看護師の能力をつちかうことに
役立っている。
　インドネシア人看護師への追加教育のアン
ケート結果からも、臨床実習を含めた研修は
ニーズが高かった（表 3参照）。この臨床実習
においては、いくつかの要点を絞り実施するこ
とが重要である。一つ目は、先進諸国では高齢
者が多く老齢者看護が必然となるため、高齢者
が多い病棟や施設などの実習を体験して先進諸
国の医療現場での現状を知ること、二つ目にイ
ンドネシアの保健医療の現状やインドネシア人
看護師のニーズに沿った急性期病棟や感染管理
などが学べる病棟での臨床実習を行うことであ
る。
　国外での臨床実習期間は異文化への適応期間
ともされ、今後のストレスマネジメントを計る
上でも重要になる。インドネシア国内で移動国

についての学習を行い、国外での臨床実習に臨
むとすれば、3ヶ月程度の臨床実習で外国人看
護師としての適性を計っていくことが妥当であ
ると考える。

4.3　大学院での「国際化教育」
4.3.1　「国際化教育」プログラム
　「国際化教育」においては、体系的な学習を
行うことで、インドネシア人看護師の国外研修
を円滑にして、専門技術を習得するという目的
が効率よく達成できる。
　国外就労パターンを日本の EPAによる受け
入れと英国の受け入れパターンで比較（図 3参
照）すると、日本の EPAの受け入れの場合、
インドネシアで実務経験を 2年以上積んだ後
に、プログラムに申し込む形式となっている。
この受け入れは、就労研修期間の研修システム
が派遣先の病院に任されて構築されていないこ
とにより、低合格率をまねいているのではない
かと指摘されており、また、看護師として就労
できないなど効率性を考えるとあまりよいシス
テムとは言えない 17。
　英国においてもインドネシア国内の実務経験
が最低でも 1年以上は必要で、審査申し込み
後通過までに 3ヶ月程度かかり、基準を満た
していれば実習を含めた研修を受けることにな
る 18。インドネシア人看護師の場合、この研修
は非英語圏であるため、6-9ヶ月は必要になる
と考えられる。この受け入れの場合、資格審査
申し込みの時点で高い語学力を有しておかなけ
ればならないため、事前の語学学習の期間を考
慮しなければならないことと審査通過の難易度
が高いことが伺える。
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図 3　国外就労における比較パターン

　一方、著者が提案したプログラムは、大学院
での 2年間に、受け入れ国の現状に沿った看護
などの専門分野と一般教養からなる非専門分野
の学習（1年 3ヶ月）を行い、国外での臨床実
習（3ヶ月）を実施した後、受け入れ国の資格
要件合格に向けて学習（6ヶ月）することも組
み込んでいる。そのため、体系的、段階的に学
習ができる仕組みになっている（図 4、表 6参
照）。大きな特徴としては、国外での臨床実習
によって国外就労へのイメージが図れること、
インドネシア人看護師の向上したい知識や技術
の研究ができること、試験対策にも十分な時間
配分がされていることである。試験学習は受け
入れ国の資格要件に合わせて設定することで、
看護師国家試験の合格もしくは資格審査の合格
率が高まる。また、インドネシア人看護師の希
望でもある技術の習得に向けた研究を深めるこ
とで、個人の意欲が高められていくことには違
いない。大学院で「国際化教育」を導入するこ
とは、インドネシア人看護師にとって、また、
両国にとっても効率性、有益性に優れている。

図 4　	大学院での「国際化教育」の内容とその
後の就労
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表 6　大学院で学習する内容
項　目 内　　容

専門分野 1.受け入れ国に多い疾患の仕組み
2.老齢者に関する領域 

3.看護職の特徴
4.看護過程（アセスメント能力）
5.法と保健医療、社会福祉制度

非専門分
野

1.外国語
2.多様なコミュニケーションの方法
3.社会や文化の特徴、考え方、価値観
4.ストレスマネジメント

臨床実習 1. 急性期病棟、一般病棟、老齢者施設などの特徴
2.受け入れ国特有の看護実践方法
3. 看護過程によるケアマネジメント能力
4. 医療従事者としての倫理観、責任、態度、姿勢
5.チーム医療の実践

研究 受け入れ国との看護の専門性が深められるテーマ

試験学習 1. 看護師国家試験を要件とする国は試験対策
2.資格審査のみを行う国は語学力強化
3.専門分野と非専門分野の再学習

4.3.2　育成の枠組み
　従来、インドネシア人看護師の国際移動は、
主に受け入れ国との政府レベルで国際移動を可
能にしている。これまでに約 1万人のインド
ネシア人看護師が世界の各地へと移動している
が、人気のある米国へは個人レベルでの移動と
なるため若干数である。インドネシア人看護師
の国外就労は、資格制度や語学への追加教育、
費用面の課題により、受け入れ国との協定に依
存しなければならない現状がある。そのため、
この大学院の運営にあたっては、英国の外国人
看護師への研修のように、大学や看護協会、医
療機関など多くの協力を得ながら育成に関わる
事項を構築していくことが重要である。また、
受け入れ国とインドネシア側双方の政府レベル
での支援体制が不可欠である。
　今回の看護教員へのアンケート調査（表 3参
照）でも、国外就労に向けての課題解決や受け
入れ国との連携強化は必要であると示されてい
る。しかし、大学院での「国際化教育」を価値
あるものにしていくためには、インドネシアで
長年の課題とされている教員への質の問題があ
げられる。インドネシアの高等教育機関は、現
在に至っても修士以上の教育を受けた講師の数
が不足しており、また、国外留学などの経験の

ないインドネシア人看護教員がこの「国際化教
育」に携わる可能性もあるため、どこまで国際
移動においての教育に理解が深められるかが課
題となる。
　多くの先進諸国が外国人看護師の受け入れを
自国の看護師不足を補うことを明確な理由と
しており、看護師の能力の向上や教育の観点か
ら受け入れを行っているケースは少ない。日本
の EPA看護師受け入れ枠組みについては、特
例的に外国人看護師を受け入れ、単なる単純労
働者を雇用するためのものではないとしてお
り、いわば、経済的、社会的、技術的事項など
による国際協力や国際貢献に近い状態で受け入
れを実施している 19。このことは見方を変えれ
ば、日本の医療技術や看護の方法を習得するこ
とで、多くの知識と経験から外国人看護師個人
の質を向上させる支援を行っていると考える。
日本は経済連携強化に加え、両国の医療や看護
の質向上という部分を理由の一つとして外国人
看護師の受け入れを図っているという点は、各
国と違う特色を出しており、外国人看護師を今
後受け入れるにあたり、一つの特徴とするこ
ともできる。日本が EPA看護師への視点の転
換を図り、教育的要素を明確にすることで、高
い技術を習得したい志のある EPA看護師の受
け入れが可能になり、さらに、次世代の優れた
EPA看護師が継続的に循環する過程を作る。
　このプログラムの実施は、教育的観点に加え、
これまでに協定などで国際移動を可能にしてき
た国と行うことで、送り出し受け入れの実績か
ら、よりインドネシア人看護師の国際移動が可
能になってくる。

4.4　	頭脳循環型のインドネシア人看護師の国
際移動

　保健医療の分野において頭脳の無駄使いにあ
たる状況は、人間の生命への影響に大きく関わ
るため、送り出し国にとって高度な人材を不要
な国際移動により喪失することは避けなければ
ならない。特にインドネシアは看護師の人員数
は増加しつつあるが、従来からの看護師不足が
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指摘されており、医師へのインタビュー（表 3

参照）からも慎重に考慮すべきことである 20。
さらに、近年は帰国看護師による頭脳を循環さ
せるという新たな考えのもとに効果的な国際移
動がおこなわれなければならない。この頭脳を
有効に活用するという点を今回の調査でサウジ
アラビアと日本へ移動した看護師の事例で考察
する。
　サウジアラビアへ国外就労を行ったインドネ
シア人看護師は現地ですぐに看護師として雇用
される。しかし、サウジアラビアにおいては、
MDGsの指標からもわかるように先進諸国の水
準には達していない現状も見受けられ、医療や
看護の水準が高いとはいえない（表 1、2参照）。
また、中東地域では看護という仕事が社会的、
文化的な背景に影響を受けている側面が大き
く、イスラム解釈に基づく女性への隔離主義に
より女性看護師への弊害があることは少なくな
い。インドネシア人看護師は、高度な医療や看
護技術の習得を第一の目的として国際移動を希
望しているため、移動先の保健医療の現状を重
要視して国外就労をする国の選定を行う。その
ことはインドネシア人看護師へのアンケート調
査（表 3参照）から、中東地域へ移動を希望す
る看護師がいないことより既に結果としてでて
いる 21。
　一方、日本で就労を行った EPAインドネシ
ア人看護師においては、看護師としての知識や
技術の習得を得ようと希望を持ち渡日したが、
看護助手として就労したのち帰国を余儀なくさ
れた。帰国後は日本人向けのクリニックで看護
師兼、日本語通訳として指導的立場で働いてい
る。日本での経験は母国で発揮できる環境が
あったが、日本滞在中に看護師として就労はし
ていないため、日本の看護技術を活用するとい
う点では確実なものとはいえない。日本の看護
師国家資格という要件に合格できないことがこ
のような状況を引き起こした一番の理由と考え
ると、国外就労に向けての支援体制を送り出し
国、受け入れ国が十分に協議する必要がある。
　両国の事例から、まずインドネシア人看護師

は受け入れ国の外国人看護師受け入れ要件を満
たして看護師として就労する資格を得ることが
重要で、そのことは、従来オランダや中東地域
が中心とした国際移動から、選定先を拡大する
ことにもつながる。また、受け入れ国の看護師
と同等レベルの知識、技術を持つことや異文化
に適応できる能力を備えておくことは、インド
ネシア人看護師個人の能力を高め頭脳の無駄使
いを極力発生させないことを可能にする。さら
に看護技術の頭脳循環という意味においては、
帰国後に活用できる有益な技術を確かなものと
して習得しているかが次の点から重要である。
　インドネシアの臨床現場においては、病院の
6割がジャワ州などの首都圏に集中しており、
地方の保健施設で就労する看護師は医師と同様
の役割を求められている。帰国看護師が先進諸
国の専門看護師の技術を学び、帰国後にその技
術を現地の看護師に指導していくことができれ
ば保健医療の向上を図ることにつながる。看護
教育機関においては、看護学修士を修了して国
外就労経験のある看護師が看護学生の教育に携
わることで、今後看護師の大学化を進めるイン
ドネシアにとりさらなる高度人材の育成が期待
できる。さらに、インドネシアの看護師協会な
どの部門で活躍ができれば、先進諸国の技術を
知る広い視野をもった看護師が、ASEAN参入
にむけての調整やインドネシアの看護制度や資
格制度、看護教育の中枢を担うことができる。
また、高度な人材が頭脳循環をおこなうことは、
インドネシア政府や社会への働きかけとなり、
インドネシア人看護師の技術水準の引き上げや
社会的地位の向上を引き出すための重要な要素
となる。このような頭脳循環の価値を認識して、
自国に人材が戻るよう政策を整え、インドネシ
ア人看護師の国際移動を推進していければ、母
国の保健医療の発展に大きく寄与できるものと
考える。そのためには提案した大学院での「国
際化教育」は効率がよいといえ、インドネシア
人看護師が強い向上心や目的を達成するための
高い意識を持つことが成果を残すことにつなが
る。
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　しかし、実際には国外へ移動することや就労
する中で向上心や目的意識を継続していくこと
は容易ではない。インドネシアは現在も家族の
存在が安定した心身の状態を保つ上で大きな比
重を占めている。家族からの支援は異文化へ順
応して、技術習得をおこなうための不可欠なも
のともいえ、家族との関係性は効果的な頭脳循
環をおこなう上で考慮する必要がある。
　インドネシアは国家をはじめとして、看護師
も看護教員もインドネシア人看護師の国際移動
において技術の習得を主要な目的としている。
しかし、その活用については国内で発揮できる
就労先の整備が十分にされておらず、頭脳循環
させるための具体的な枠組みは現在のところ示
されていない。今後インドネシア政府が看護教
育のレベルアップを図っていくためには、この
ような国外就労を経験した看護師の存在は貴重
な人材になりうる。アンケート結果からインド
ネシア人看護師の半数程度は 5年以内の帰国を
考えているため、具体的に頭脳を循環させるた
めの取り組みを示すことが求められる。
　国外就労においてインドネシア人看護師は、
行きたい国で学びたいことを学習するためには
どのような目的を持って国外就労に臨むのか、
そして、国外で看護師としての経験を確かなも
のにするために、習得したい技術を明確にして
おくべきである。そのことは個人の価値を高め
帰国後のキャリア形成につながり、円滑な頭脳
循環をもたらすことができるといえる。

おわりに
　インドネシア人看護師の国際移動は、単に経
済的理由だけで移動が行われているのではな
く、技術の習得という目的を持ち、その目的を
果たし母国で頭脳循環させていくという意図を
捉え、さらにそのことが保健医療の分野を発展
させていくという見識を持つことが重要であ
る。
　この「国際化教育」により、インドネシア人
看護師の国際移動の流動性を高め、頭脳の無駄
使いが軽減できる。さらに、不確実な状態で頭

脳循環がなされる可能性を少なくして、頭脳循
環の確実性を増すことができる。また、「国際
化教育」を導入、充実させることは、グローバ
ルに見ても利点を生み出す可能性が高い。イン
ドネシア人看護師が世界水準の技術を持つこと
で、1.感染大国であるインドネシアの現状か
ら、国外への感染症拡大を防止できる可能性が
ある、2.自然災害の多いインドネシアの現状か
ら、国外の医療事情がわかるインドネシア人看
護師が海外緊急医療チームの派遣時に中心的役
割を担うことができるなどがあげられる。間接
的ではあるが、保健医療の分野において国際貢
献にもつながり、頭脳循環することによって相
互理解を通じた win-winの関係を図ることに進
展していくものと考える。現状の母国の保健医
療への発展につなげるためにも、この大学院に
おいての「国際化教育」を実施することは意義
あるものと結論づける。
　インドネシア人看護師の国際移動と頭脳循環
は、インドネシア人看護師の能力にかかってお
り、その能力を最大限に引き出すためには、イ
ンドネシアでの大学院における国際化教育の実
施が不可欠である。
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注

1 能力が発揮できない環境とは、移動先で介護業務
や降格といったアシスタントとしての就労、看護
師として魅力的ではないとされる老齢者介護施設
などへの配置。

2 OECD（2007, 2015）
3 イスラム教信者である当該国の看護師は、男性と
の接触の禁止や夜間の勤務を敬遠する傾向にある
ため、外国人看護師への依存度が高くなっている。
田中哲也（2010）67-84頁。

4 英国は 2005年頃から労働賃金増加による経営不
振に陥る医療機関もでてきて、また、自国看護師
の雇用先への不安から 2006年以降は非 EU諸国か
らの一般看護師に対する労働ビザ発給が原則行わ
れなくなる。

 米国においては、1989年に看護師のみを対象とし
た H-1Aビザが設定されたが、経済不況、看護師

団体からの圧力等により 1995年に終了。1999年
に看護師不足地域の就労先に対しての H1-Cビザ
が新設され、2005年に発給終了。その他フィリピ
ン人やインド人看護師の申請が多い EB-3移民ビ
ザは 2005年に発給停止し、積極的なリクルート
が行われなくなる。

 ドイツでは看護師不足を見越し、2014年には EU

以外からも外国人看護師を受け入れる実験プロ
ジェクトが始まった。このプロジェクトですでに
入国をしている外国人看護師は、外国での看護師
資格を持ち、実務経験が 1年以上なければならな
い。異文化環境や言語の研修（8か月）が行われ
た後、看護助手を得て看護師として働く予定であ
る。

 オーストラリアは看護師の人材が不足しているた
め、需要の高い職業のひとつとして看護師が専門
職業リスト（Skilled Occupation List）にあげられ
ている。

5 2013年時点の就学率は小学校で 95.71％、中学
校で 78.43％、高等学校で 58.25%、大学では
28.57％である。インドネシア共和国教育文化省資
料 2013年度統計。

6 米国では専門領域の資格制度が整備されており、
Accelerated Program Registered Nurse （APRN）は
薬物などの処方権限を持ち医師と協働で仕事をし
ている。その他、限られた分野で診断や処方、治
療ができる Nurse Practitioner （NP）、各専門領域
において高度な知識を持ち、管理的なリーダー
シップがとれる Certified Nurse Specialist （CNS）、
麻酔ケアを専門とする Certified Registered Nurse 

Anesthetist（CRNA）などがある。これらの看護
師は修士レベルの教育が行われ、高度な知識や技
術を持ち合わせている。

7 2005年の時点で看護学修士の資格を持った S2

看護師は全体の 0.25％のみで、S1 が 2.75％、
D3は 39％、SPKが 58％の比率となっている。
Setyowati（2012）p.43

8 インドネシア政府は帰国した看護師たちが高度な
知識や技術を習得して、インドネシア国内で頭脳
循環させることにより、医療や看護の水準を引き
上げてくれることを望んでいる。

9 Nursing in the World Editorial Committee (2008)  

p.66
10 Button,L., et al. (2004)
11 日本との経済連携協定により日本に国際移動した
外国人看護師。

12 日本の EPAによる外国人看護師・介護士候補生
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受け入れに関しては、各受け入れ機関が一人あた
り最低でも約 80 万円以上を負担する。その他に
日本政府が日本語研修や受け入れ施設での就労・
研修支援に係る費用として、制度開始前の 2006

年度から 2011年度までに各省庁の事業費の総額
は合計 43 億 5836 万円（外務省が 16 億 5928万
円、厚生労働省が 14 億 1949 万円、経済産業省が
12 億 7959 万円）となっている。総務省 , EPAに
基づく外国人看護師・介護福祉士候補者の受入れ　
http://www.soumu.go.jp/main_content/000219631.

pdf（20151025,アクセス）
13 インドネシアの私立看護大学での学費は 4年間
で 9600万 -1億 6488万ルピア（約 128万 -208万
円）とされている。奥島美夏（2009a）英国の看
護学部がある大学（外国人看護師の教育プログラ
ム：ONPの実施大学）の 4年間の学費は、総額
360,000ポンド程度（約 540万円）である。The 

University of Sunderland　http://www.sunderland.

ac.uk/, http://www.sunderland.jp/apply5.html 

（20151025,アクセス）日本の私立看護大学におい
ては 4年間で 600万 -720万の学費がかかる。看
護系大学案内　http://janpu-hyouka.jp/information.

html （20151025,アクセス）
14 近年、オランダやドイツ、スウェーデン、ノル
ウェーなどが日本と類似のシステムを導入してい
る。

15 日常的な会話は完全に理解することができ、どの
ような状況下でも適切なコミュニケーションが可
能で、素早く的確な応答もできるレベル。

16 登録申請の要件には、国際英語検定（International 

English Language Test ：IELTS）7.0以上の提出が
義務付けられており、また、これまでの看護業務
が母国で免許取得後 12ヶ月以上または直近 3年
間で 450時間以上の実績があること、さらに基礎
教育を 10年以上受けていることも証明しなけれ
ばならない。ONPは必修研修（20日間）と臨床
実習（6か月程度）からなり、必修研修に関して
は英国で就労を希望する外国人看護師全員が受講
しなければならない。

17 申し込み後、滞在期間の 3年間に日本で看護助手
として就労研修をしながら看護師国家試験の合格
を目指し、合格後は看護師として働くことで期限
なく滞在ができる。2013年度までに規定の滞在期
間に合格しているインドネシア人看護師候補生は
48名（10.6％）である。厚生労働省　http://www.

mhlw.go.jp/bunya/koyou/other21/index.html?utm_

source=twitterfee（20151017,アクセス）

18 この研修で不合格になれば、1回のみ再査定の申
請ができるが、その場合でも不合格の判定になれ
ば帰国を余儀なくされる。英国では、外国人看護
師の 85％が 5年以内に帰国するとの報告がある。

19 日本の EPA看護師受け入れは、「看護・介護分野
の労働力不足への対応として行うものではなく、
相手国からの強い要望に基づき交渉した結果、経
済活動の連携の強化の観点から実施するもの」と
位置付けられている。日本政府としては受け入れ
医療機関での円滑な就労研修を支援する各種取り
組みに努めており、看護師国家資格の取得を目標
とした国家試験対策、日本語学習等の適切な研修
を実施することが何よりも重要としている。

 厚 生 労 働 省　http://www.mhlw.go.jp/stf/

seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/

gaikokujin/other22/index.html（20151026,アクセ
ス）

20 WHOの 2011年の統計によると、インドネシアの
人口 1万人に対して看護師数は 8人とされている。

21 クェート、アラブ首長国連邦、サウジアラビアへ
の就労希望は 0％であった。


